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第１章 総論 

 

１ 計画策定の趣旨 

                         

平成 23 年 3 月に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）は、最大震度 7

の強い揺れと国内観測史上最大の津波により、東北・関東地方を中心とする広い範

囲に甚大な被害が発生した。さらに、東京電力福島第一原子力発電所事故により放

射性物質が大気中に放出され、千葉県においても広域放射能汚染が発生した。町に

おいては、人的被害はなかったものの、震度 5 弱の揺れを記録し、建物被害やがけ

崩れ、水道等のライフラインへの支障等により、町民生活に大きな影響を及ぼした。 

文部科学省地震調査研究推進本部地震調査委員会によると、南関東地域において

今後 30 年間にマグニチュード 7 クラスの地震が発生する確率は、70％程度（2020

年 1 月 24 日時点）と推計されている。また、近年の地球温暖化に伴う気候変動に

より、台風の大型化、集中豪雨が多発しており、令和元年 9 月の「令和元年房総半

島台風（台風第 15 号）」、令和元年 10 月の「令和元年東日本台風（台風第 19 号）」

及び令和元年 10 月 25 日の大雨では、町においても住宅等建物の損壊、浸水被害、

倒木等による道路の通行止めや長期間にわたる停電等、町民生活へも大きな影響を

及ぼした。 

国においては、平成 25 年 12 月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための

防災・減災等に資する国土強靱化基本法」（以下「基本法」という。）を公布・施行

した。さらに、平成 26 年 6 月には、基本法に基づき国土の強靱化に関係する国の

計画等の指針となる「国土強靱化基本計画」（以下「国基本計画」という。）が策定

され、その後、近年の災害から得られた教訓や社会経済情勢等の変化を踏まえ、国

土強靭化の更なる加速と深化を目的とした国基本計画の見直しを行うとともに、

「国土強靭化年次計画」を策定している。 

千葉県においても、平成 29 年 1 月に「千葉県国土強靱化地域計画」（以下「県地

域計画」という。）が策定され、その後、国基本計画の内容や国の直近の取組み等

を反映して、令和 4 年 3 月に計画を見直ししている。 

町においても、国等の動向を踏まえつつ、大規模自然災害が起きても、町が機能

不全に陥らない、「強さ」と「しなやかさ」を兼ね備えた安全・安心な地域づくり

を推進するための指針として、令和 3 年 3 月に「酒々井町国土強靱化地域計画」（以

下「本計画」という。）を策定した。 

今般、本計画の進捗状況を鑑みて、強靭化の更なる推進を図ることを目的に本計

画の見直しを行う。 
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２ 町の地域特性 

２－１ 自然特性 

（１）位置・面積                                    
千葉県北部の都心から 50 ㎞圏内に位置している。（図表 1）また、標高 0ｍの河

川からなだらかな丘陵地となっている。（図表 2）町北西部の河川付近の平地には田

園風景が広がり、豊かな緑地帯を有している。町域面積は 19.01 ㎢と県内で 2 番目

に小さい自治体である。 
 

図表 1 広域的位置図       図表 2 詳細標高図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（２）地形                                    
北総台地とこれを刻む樹枝状の谷（谷津）、印旛沼周辺の低地及び人工地形によ

って構成されている。 

樹枝状の谷(谷津)は、町の北部では北側から北西に開き、印旛沼に向かっている。

町の南部の谷は高崎川となり、富里市から町域を横切って西へ流れ、谷津の水田等

を形成しながら、佐倉市を経て印旛沼に注いでいる。印旛沼に続く町の北西部は、

干拓地で作られた水田となっており、台地との境である京成酒々井駅付近に自然堤

防が形成されている。町の中心部である JR 酒々井駅周辺には、もとの地形を改変

して住宅団地等が形成されている。 

標高は、0.3m(印旛沼に続く低地水田)から 38m(台地部分：飯積地区)であり、台

地と低地の境には斜面が分布し、これらの一部は急傾斜地のために、風雨、地震等

の影響を受けやすい箇所となっている。 

 

 

 

資料：酒々井町都市計画マスタープラン 

（2024 年 3 月） 

資料：酒々井町都市計画マスタープラン 

（2024 年 3 月） 
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（３）気候                                    
気候の平年値（平年値は 1995～2024 年の 30 年間平均値）をみると、月間降水量

は 9～10 月に多く、12～2 月に少なくなっている。月間平均気温は 8 月が最も高く、

1 月が最も低くなっている。県内では内陸に位置するため、寒暖の差が大きくなっ

ている。（図表 3） 

また、年間平均気温が 15.0℃、年間降水量が 1,442.5mm である。令和元年 10 月

25 日の大雨では、1 日当たりの総雨量 248mm が観測され、月間降水量より多い雨が

降り、各地で冠水や家屋浸水等の被害をもたらした。 

 

図表 3 月間降水量・月間平均気温 

※平年値：1995～2024 年 

 出典：気象庁ホームページ 佐倉地域気象観測所データより作成 
 

  

月間降水量（㎜） 月間平均気温（℃） 
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２－２ 社会・経済特性 

（１）人口                                    
総人口は、平成 26 年の 21,453 人をピークに減少しており、令和 7 年は 20,095

人となっている。世帯数は、核家族化による世帯分離や単身世帯の増加等により、

年々増加傾向にあり、令和 7 年は 10,028 世帯で 1 世帯当たり 2.0 人である。（図表

4）また、年齢階層別に人口をみると、令和 7 年の年少人口比率は 8.5％、老年人口

比率は 33.1％となり、少子高齢化が進んでいる。（図表 5） 
 

図表 4 総人口及び世帯数の推移 

 

出典：住民基本台帳（各年 1 月 1 日） 

 

図表 5 年齢階層別人口の推移 

 

出典：住民基本台帳（各年 1 月 1 日） 

（人） （世帯） 
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（２）土地利用                                    
土地利用の状況は、令和 7 年では山林が 18.4％と最も多く、次いで田が 16.9％、

住宅が 16.2％となっている。平成 28 年からの推移をみると住宅地、田、畑、山林

が微減し、雑種地が増加している。（図表 6） 
 

図表 6 土地利用の推移 

 

 

出典：固定資産概要調書（各年 1 月 1 日） 

 

（３）交通                                    
鉄道は、JR 成田線酒々井駅、JR

総武本線南酒々井駅、京成電鉄本線

酒々井駅・宗吾参道駅の 3 線 4 駅及

び隣接に京成大佐倉駅もあり、都心

や県都千葉市、成田国際空港と結ば

れている。 

道路は、国道 51 号・296 号、県道

成東酒々井線・富里酒々井線・宗吾

酒々井線があり、県東部と千葉市や

東京方面を結ぶ交通の要衝となっ

ている。また、町を横断する東関東

自動車道では、酒々井インターチェ

ンジが設置されている。（図表 7） 

 
 

  

出典：第 6 次酒々井町総合計画前期基本計画（令和 4 年 3 月） 

図表 7 土地利用構想図 

2026.3改訂



 

 

6 

 

（４）建物                                    
①住宅 

住宅戸数は、令和 5 年 9 月末現在、全部で 9,140 戸（建築の時期「不詳件数 530

戸」を含む。）である。旧耐震基準で昭和 55 年以前に着工した住宅は 1,850 戸で全

体の約 20.2％を占めている。特に昭和 45 年以前に建築された住宅は 280 戸で全体

の約 3.1％となっている。（図表 8） 

 

図表 8 建築時期別、構造別住宅戸数 

出典：総務省統計局「令和 5 年住宅・土地統計調査報告」 

        （令和 5 年 9 月末現在） 

  

戸 
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②公共施設 

公共施設は、学校教育系施設、公営住宅、社会教育系施設、スポーツ・レクリエ

ーション施設、産業系施設、行政系施設において、それぞれの延床面積の半分以上

が昭和 56 年以前の建物となっている。（図表 9）昭和 30 年代半ばから昭和 48 年頃

までの高度経済成長期とその後の約 10 年間に整備された旧耐震基準の教育施設、

公営住宅等の公共施設の耐震改修を行っており、現在は、その多くの施設が改修・

更新時期を迎えている状況である。そのため、第 2 次酒々井町個別施設計画【建築

物編】に基づき、長期的な視点で更新・統廃合・長寿命化等を行うことにより、公

共施設等の全体最適化を進めている。 

 

図表 9 公共施設の延床面積の建築年度区分ごとの構成比 

 

出典：第 2 次酒々井町個別施設計画【建築物編】（令和 5 年 3 月）  
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３ 目指すべき姿 

                         

本計画によって、大規模自然災害から町民の生命・身体・財産を守り、社会の重

要な機能を維持し、迅速な復旧復興を可能にし、国・県全体の強靱化に積極的に貢

献していくとともに、幅広い分野の強靱化を推進することにより、町の持続的成長

の実現を図る。 

 

 

４ 計画の位置づけ等 

４－１ 計画の位置づけ                             
本計画は、基本法第 13 条に基づき、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画

的な推進を図るため、国基本計画及び県地域計画と調和を図りつつ、町の基本的な

指針である酒々井町総合計画と整合を図りながら、国土強靱化に関する町の指針を

示す計画として位置づける。（図表 10） 

 

図表 10 計画の位置づけ 

 
 

４－２ 計画見直しに係るプロセス                              
国のガイドラインを参考に、以下のプロセスにより計画の見直しを行う。(図表

11) 

図表 11 計画見直しに係るプロセス 

 

分野別計画 

国土強靱化基本計画 

千葉県国土強靱化地域計画 

酒々井町国土強靱化地域計画 

酒々井町総合計画 

酒々井町 

地域防災計画 

酒々井町地域福祉計画 

・地域福祉活動計画 

酒々井町立地

適正化計画 

調和 

調和 整合 

国土強靱化の観点からの指針 

STEP1  

地域を強靱

化する上で

の目標設定 

STEP2  

リスクシナリオ

（最悪の事態）、

施策分野の設定 

STEP3  

脆弱性評価 

STEP4  

リスクへの

対応方策の

検討 
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５ 基本目標 

 

基本法第 14 条で、地域計画は、「国土強靱化基本計画との調和が保たれたもので

なければならない」と規定されていることを踏まえ、本計画の策定に当たっては、

国基本計画の基本目標を踏襲し、次の 4 つを基本目標として、強靱化を推進するこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 事前に備えるべき目標 

 

4 つの基本目標を基に、大規模自然災害を想定して、より具体化し、達成すべき

目標として次の 8 つの「事前に備えるべき目標」を設定する。 

 

 
※サプライチェーンとは、製品の原材料・部品の調達から、製造、在庫管理、配送、販売、消費までの全体の

一連の流れのことである。 

１．大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる  

２．大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる

（それがなされない場合の必要な対応を含む） 

３．大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する  

４．大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保する  

５．大規模自然災害発生後であっても、経済活動（サプライチェーン※を含

む）を機能不全に陥らせない 

６．大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の電気、

ガス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとともに、これ

らの早期復旧を図る 

７．制御不能な二次災害を発生させない 

８．大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復

できる条件を整備する 

いかなる大規模自然災害が発生しようとも、 

Ⅰ．人命の保護が最大限図られること 

Ⅱ．町及び地域社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること  

Ⅲ．町民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

Ⅳ．迅速な復旧復興 
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第２章 脆弱性評価 

 

１ 想定するリスク 

１－１ 地震・液状化                                    

（１）地震災害履歴 
過去に町に影響を及ぼした地震は、1923 年の関東地震から 2011 年の東北地方太

平洋沖地震(東日本大震災)が挙げられる。（図表 12）町の被害の記録が残っている

東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）はマグニチュード 9.0 の巨大な地震で、太

平洋側に大きな津波被害をもたらした。千葉県でも死者・行方不明者 22 人、負傷

者 251 人、建物全壊 799 棟、半壊 9,810 棟等の被害が発生した（消防庁による。平

成 24 年 1 月 11 日現在）。町では、震度 5 弱の揺れを記録し、人的被害はなかった

ものの建物やライフライン等の被害が発生した。（図表 13） 

図表 12 町に影響を及ぼした地震 

発生 

年月日 
地震名 

マグニチュ

ード 
震度 最大震度 

1923年 

9月1日 
関東地震 7.9 5 

6（被害状況から震度

7 相当） 

1987年 

12月17日 
千葉県東方沖地震 6.7 5 5 

2005年 

4月11日 
千葉県北東部地震 6.1 4 5 強 

2005年 

7月23日 
千葉県北西部地震 6.0 3 5 強 

2011年 

3月11日 
東北地方太平洋沖地震 9.0※ 5 弱 7 

※モーメントマグニチュード（周期が数十秒以上の長周期の地震波とその波の形を使って推定するマグニチュ

ード）による。その他の地震は、気象庁マグニチュード（周期数秒程度以下の地震波の最大振幅を使って

推定するマグニチュード）で表している。 

出典：酒々井町地域防災計画の表を一部抜粋 

図表 13 東日本大震災での町の被害         （平成 24 年 3 月末現在） 

被害項目 被害内容 

人的被害 なし 

火災 1 件（落下物の焼損） 

住家被害 全壊 1 棟、半壊 1 棟、一部破損 249 棟 

その他（塀、灯籠倒壊等） 13 件 

がけ崩れ（宅地関係） 2 箇所 

道路被害 22 箇所（全面通行止め 0 箇所、片側通行止め 11 箇所） 

公園被害 2 箇所 

公共施設被害 7 箇所 

ライフライン被害 水道 8 箇所、電気なし 

出典：酒々井町地域防災計画 
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（２）地震災害の被害想定 
千葉県は、東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）等を踏まえ「平成 26･27 年度

千葉県地震被害想定調査（平成 28 年 3 月）」（以下「千葉県地震被害想定調査」と

いう。）を行った。この調査では、千葉県北西部直下地震を想定し、地震による揺

れの強さ、建物全壊数、死傷者数等の被害想定を行っている。町では、千葉県北西

部直下地震を想定し、対策を推進している。想定地震の概要は、マグニチュード 7.3

規模の地震が、30 年以内に 70％の確率で発生すると想定されている。（図表 14） 

町では、震度 5 強～震度 6 弱と予測され、特に印旛沼沿いの低地・干拓地や谷底

平野等の広い範囲に震度 6 弱と予測されている。（図表 15）また、印旛沼沿いの低

地・干拓地で液状化の危険度が高いと予測されている。（図表 16）なお、千葉県地

震被害想定調査において、町は津波浸水範囲外となっている。 

また、被害想定は、人的被害は比較的少ないが、建物被害やライフラインに影響

が出る想定となっている。（次頁の図表 17） 

 

図表 14 想定地震の概要 

想定地震 タイプ 
マグニチュ

ード（Mw） 

30 年以内

発生確率 
概要 

千葉県北西部直下

地震 
プレート内 7.3 70％ 

千葉県で防災・減災対策の

主眼に置く地震 

※内閣府の首都直下地震モデル検討会において、東京湾北部地震を想定した領域は、大正関東地震の断層すべ

りにより既に応力が解放された領域にあると推定されたことによる。 

出典：酒々井町地域防災計画の表を一部抜粋 

 

図表 15 震度予測図          図表 16 液状化危険度予測図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：酒々井町地域防災計画           出典：酒々井町地域防災計画  
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図表 17 酒々井町の地震被害想定結果（千葉北西部直下地震） 

大項目 中項目 小項目 単位 想定結果 

地震動 震度階級 

5 弱の面積率 （％） 0.0 

5 強の面積率 （％） 41.8 

6 弱の面積率 （％） 58.2 

6 強の面積率 （％） 0.0 

建物被害 

全壊・焼失棟数 

揺れ （棟） 3 

液状化 （棟） 1 

急傾斜地 （棟） 0 

火災 （棟） 0 

計 （棟） 4 

半壊 

揺れ （棟） 119 

液状化 （棟） 9 

急傾斜地 （棟） 1 

計 （棟） 129 

人的被害 

死者数  （人） － 

負傷者数 
重傷者数 （人） － 

軽傷者数 （人） 約 10 

ライフライン被

害 

上水道被害 
機能支障人口 （人） 約 4,800 

機能支障率 （％） 23 

下水道被害 直接的な影響人口 （人） 約 350 

都市ガス被害 支障戸数 （戸） 0 

LP ガス被害 
機能支障 （戸） 約 60 

機能支障率 （％） 1 

震災廃棄物  総量 （t） 約 520 

生活支障 

避難者数 

（1 日後） 

全避難者数 （人） 約 40 

避難所避難者数 （人） 約 20 

避難所外避難者数 （人） 約 10 

避難者数 

（2 週間後） 

全避難者数 （人） 約 770 

避難所避難者数 （人） 約 310 

避難所外避難者数 （人） 約 460 

帰宅困難者 
県内での帰宅困難者数 （人） 約 1,700 

県外での帰宅困難者数 （人） 約 1,950 

エレベーター内閉じ込め 停止台数 （台） － 

※合計は丸め誤差の関係で合わない場合がある。 

出典：酒々井町地域防災計画 
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１－２ 風水害・土砂災害                                    

（１）風水害・土砂災害の履歴 
小河川（普通河川）の周辺は宅地化が進み、内水氾濫による被害が局所的に発生

している。また、近年繰り返される台風や豪雨等により、局所的な河川の氾濫や土

砂災害が発生している。（図表 18） 

 

図表 18 町で被害が発生した風水害 

年月日 種別 総雨量 
時間最

大雨量 
被 害 状 況 

平成 3 年 

9 月 7～10 日 
台風第 15 号 200mm※1 47mm※1 

・京成酒々井駅北西の中川の溢水により

床上浸水 15 棟（中川地区) 

・江川の溢水により水田､道路(町道)の冠

水 

平成 3 年 

9 月 19 日 
台風第 18 号 203mm※2 43mm※2 

・高崎川の溢水により床下浸水 2 棟(下谷

上り地区) 

平成 8 年 

9 月 22 日 
豪雨 243mm※2 36mm※2 ・県道宗吾酒々井線の路肩決壊 

平成 13 年 

10 月 10 日 
台風第 15 号 186mm※1 41mm※1 ・床下浸水 9 戸 

平成 16 年 

9 月 4 日 
豪雨 186mm※1 77mm※1 

・中川の溢水により床上浸水 26 棟 21 世

帯、床下浸水 28 棟、道路の冠水 

平成 16 年 

10 月 8～9 日 

台風第 22 号、 

前線 
186.5mm※1 34mm※1 

・床上浸水 1 棟 

・一部損壊 1 棟 

平成 25 年 

10 月 15～16 日 
台風第 26 号 301.5mm※1 49.5mm※1 

・床上浸水 4 棟、道路の冠水、道路の路

肩決 壊  

令和元年 

9 月 9～10 日 
台風第 15 号 135.5mm※2 43.5mm※2 

・災害救助法が適用される程の被害規模 

・全壊 1 棟、半壊 9 棟、一部損壊 371 棟

（令和 2 年 1 月末時点） 

・床上浸水 3 件、床下浸水 12 件、冠水に

よる通行止め 6 箇所 

・がけ・道路法面崩れ 25 箇所（町道は 13

箇所、通行止め 4 箇所） 

・中川：JR 成田線付近の上流部及び下流

部で氾濫 

・高崎川、江川、馬橋川の各河川で氾濫 

・台風第 15 号では、アメダス佐倉観測所

において、観測史上 1 位となる 33.9

（m/s）の日最大瞬間風速を観測 

令和元年 

10 月 12～13 日 
台風第 19 号 131mm※2 20mm※2 

令和元年 

10 月 25 日 
豪雨 248mm※2 54mm※2 

※1 雨量の値は、国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所酒々井出張所内の雨量計に基づく。 

※2 雨量の値は、アメダス佐倉観測所に基づく。 

出典：酒々井町地域防災計画 
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（２）風水害の被害想定 
水防法に基づき平成 29 年に国土交通省が公表した「利根川水系利根川洪水浸水

想定区域図」及び令和 2 年に千葉県が公表した「利根川水系高崎川洪水浸水想定区

域図」を反映した洪水ハザードマップを作成するとともに、地域住民に配布し、周

知を図っている。 

なお、洪水ハザードマップの前提となる降雨条件は、利根川は利根川流域、群馬

県伊勢崎市八斗島上流域の 3 日間雨量が 419mm、高崎川・印旛沼では、高崎川流域

の 24 時間雨量 668.7mm となっている。（図表 19） 

 

図表 19 前提となる降雨条件 

利根川 利根川流域、八斗島上流域の 3 日間雨量 419mm 

高崎川・印旛沼 高崎川流域の 24 時間雨量 668.7mm 

出典：酒々井町地域防災計画 

 

利根川洪水浸水想定は、河川に近い田畑が浸水深 3～10m となり、一部、住宅街

においては、浸水深 3m 未満となっている。（図表 20） 

 

図表 20 利根川水系利根川洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：酒々井町地域防災計画 
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利根川洪水における浸水継続時間は、河川に近い田畑において、2 週間となり、

一部、住宅街においては、3 日～1 週間となっている。（図表 21） 

 

図表 21 利根川水系利根川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：酒々井町地域防災計画 
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高崎川洪水における浸水深は、河川に近い田畑において、0.5～3ｍとなっている。

（図表 22） 

図表 22 利根川水系高崎川洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：千葉県「利根川水系高崎川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）」 
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高崎川洪水における浸水継続時間は、河川の付近において、12 時間未満から、最

長で 2 週間となっている。（図表 23） 

 

図表 23 利根川水系高崎川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 

出典：千葉県「利根川水系高崎川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）」 
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（３）土砂災害の被害想定                                    
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年 5

月 8 日法律第 57 号）に基づき、令和 8 年 3 月現在、99 箇所が土砂災害警戒区域及

び土砂災害特別警戒区域指定・告示されている。これら区域は、いずれも段丘と谷

底平野の境界に当たる段丘崖に分布する。なお、地域住民に土砂災害ハザードマッ

プを配布し、周知を図っている。（図表 24） 

図表 24 土砂災害ハザードマップ 
  

出典：酒々井町土砂災害ハザードマップ 
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２ 起きてはならない最悪の事態の設定 

 

脆弱性評価は、基本法第 17 条第 3 項により、起きてはならない最悪の事態を想

定した上で、科学的知見に基づき、総合的かつ客観的に行うものとされている。本

計画においては、国基本計画の 35 の最悪の事態を参考にしつつ、町の地域特性や

本計画が想定するリスクを踏まえ、8 の「事前に備えるべき目標」に対して、33 の

「起きてはならない最悪の事態」を設定した。（図表 25） 

図表 25 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

1 

大規模自然災害が発生した

ときでも人命の保護が最大

限図られる 

1-1 
地震による建物倒壊や火災発生による多数の死傷者の

発生 

1-2 河川の氾濫等による死傷者の発生 

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

1-5 
情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死

傷者の発生 

2 

大規模自然災害発生直後か

ら救助・救急、医療活動等

が迅速に行われる（それが

なされない場合の必要な対

応を含む） 

2-1 
被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の

長期停止 

2-2 
自衛隊、警察、消防等の被災等による救助･救急活動等

の絶対的不足 

2-3 
救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期

途絶 

2-4 想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者の発生 

2-5 
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルート

の途絶による医療機能の麻痺 

2-6 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

3 

大規模自然災害発生直後か

ら必要不可欠な行政機能は

確保する 

3-1 
治安の悪化及び信号機の全面停止による重大交通事故

の多発 

3-2 
行政機関の職員･施設等の被災による機能の大幅な低

下 

4 

大規模自然災害発生直後か

ら必要不可欠な情報通信機

能は確保する 

4-1 電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止 

4-2 
テレビ･ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な

者に伝達できない事態 

5 

大規模自然災害発生後であ

っても、経済活動（サプラ

イチェーンを含む）を機能

不全に陥らせない 

5-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下 

5-2 
社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネ

ルギー供給の停止 

5-3 重要な産業施設の損壊、火災、爆発等 

5-4 
主要幹線道路や鉄道が分断する等、基幹的交通ネット

ワークの機能停止 

5-5 食料等の安定供給の停滞 
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事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

6 

大規模自然災害発生後であ

っても、生活・経済活動に

必要最低限の電気、ガス、

上下水道、燃料、交通ネッ

トワーク等を確保するとと

もに、これらの早期復旧を

図る 

6-1 
電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石

油・LP ガスサプライチェーンの機能の停止 

6-2 上水道等の長期間にわたる供給停止 

6-3 下水処理施設、ポンプ場等の長期間にわたる機能停止 

6-4 地域交通ネットワークが分断する事態 

7 
制御不能な二次災害を発生

させない 

7-1 市街地での大規模火災の発生 

7-2 
沿線･沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻

痺 

7-3 防災施設等の損壊・機能不全による二次災害 

7-4 
有害物質の大規模拡散･流出及び風評被害等による地

域経済への影響 

7-5 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

8 

大規模自然災害発生後であ

っても、地域社会・経済が

迅速に再建・回復できる条

件を整備する 

8-1 
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・

復興が大幅に遅れる事態 

8-2 

道路啓開等の復旧・復興を担う人材等（専門家、コー

ディネーター、労働者、地域に精通した技術者等）の

不足により復旧･復興が大幅に遅れる事態 

8-3 
地域コミュニティや基幹インフラの崩壊、治安の悪化

等により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

8-4 
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティ

の崩壊等による有形・無形の文化の衰退・損失 

 
 

３ 施策分野の設定 

 

国基本計画及び県地域計画の施策分野、町の状況を参考に、「起きてはならない

最悪の事態」を回避するために必要な施策分野として、6 つの個別施策分野と 4 つ

の横断的分野を設定した。（図表 26） 

 

図表 26 施策分野 

個別施策分野 

１ 行政機能／警察・消防等／防災教育等  ４ 産業経済 

２ 都市基盤               ５ 生活環境 

３ 健康福祉                   ６ 教育文化 

横断的施策分野 

１ リスクコミュニケーション 

２ 人材育成 

３ 老朽化対策 

４ 少子高齢化対策 
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施策分野別の脆弱性評価 

４ 脆弱性評価結果 

４－１ 評価の方法 
「起きてはならない最悪の事態」を回避するために、縦軸に 33 の「起きてはな

らない最悪の事態」、横軸に 10 の施策分野を配置したマトリクスを作成し、現在取

り組んでいる施策の整理を行う。その上で、「起きてはならない最悪の事態」への

対応が不十分な箇所を脆弱性として評価を行った。（図表 27） 

図表 27 評価方法のイメージ図 

４－２ 脆弱性評価結果 
評価結果のポイントは次のとおりである。 

○地域特性を踏まえた対策の必要性 

中川、高崎川等の複数の河川・水路が町内を流れており、令和元年 10 月 25

日の大雨では各河川・水路で氾濫等が起きている。また、地震による液状化の

リスクもあるため、地域特性を踏まえたリスクシナリオを想定し、対策を検討

する必要がある。 

○効果的なハード・ソフト対策の必要性 

公共施設やインフラ施設の老朽化が進んでおり、計画的な施設の更新、長寿

命化等のハード対策が必要である。また、大規模自然災害に対しては、ハード

対策のみでは不十分であるため、防災知識の周知・啓発、防災訓練等による防

災力の向上等、ハード対策とソフト対策を組み合わせて、効果的に対策を推進

する必要がある。 

○代替性・冗長性等の確保の必要性 

いかなる災害が発生しても地域社会・経済が機能不全に陥らず、速やかに復

旧・復興が可能となるように、バックアップの施設、システム等の整備により、

代替性・冗長性を確保する必要がある。 

○国・県・町民・民間事業者等との連携の必要性 

国土強靱化に係る施策を効果的に実施するために、町のみならず、国、県等

の関係機関と町民、民間事業者等との間で十分に連携を図る必要がある。 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 

個別施策分野 横断施策分野 

行政機能／警察・消

防等／防災教育等 
都市基盤 ･･･ 教育文化 

リスクコミュ

ニケーション 
･･･ 少子高齢化 

1-1 
地震による建物倒壊や火災発生に

よる多数の死傷者の発生 

       

1-2 河川の氾濫等による死傷者の発生 
       

 

 

       

8-4 

貴重な文化財や環境的資産の喪

失、地域コミュニティの崩壊等に

よる有形・無形の文化の衰退・損

失 

       

・
・
・ 

・
・
・ 

リ
ス
ク
シ
ナ
リ
オ
別
の
脆
弱
性
評
価 
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第３章 強靱化の推進方針 

 

１ 事前に備えるべき目標別の強靱化に向けた主な行動 

 

事前に備えるべき目標別に、目標実現を阻害する「起きてはならない最悪の事態」

を発生させないための主な取り組みを整理した上で、具体的に推進する「強靱化に

向けた主な行動」を示す。 

 

１．大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

起きてはならな

い最悪の事態 

１－１ 地震による建物倒壊や火災発生による多数の死傷者の発生 

１－２ 河川の氾濫等による死傷者の発生 

１－３ 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

１－４ 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

１－５ 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生 

強靱化に向けた

主な取り組み 

※（）の番号は、対

応する「起きてはな

らない最悪の事態」 

○事前予防による被害の発生抑制・軽減(1-1,1-2,1-4,1-5) 

○防災・減災のための施設整備と住宅・建築物の耐震化の推進(1-1) 

○治水対策や土砂災害対策による自然災害の抑制(1-2,1-4) 

○計画的な土地利用による災害の抑制(1-3) 

○森林等の自然環境の適正な保全・有効管理(1-3,1-4) 

○要配慮者への支援による人命の保護(1-5) 

○災害情報や避難情報等の情報収集・伝達方法の確立・整備(1-5) 

○防災に対する意識醸成と自然災害への知識の普及・啓発(1-5) 

強靱化に向けた

主な行動 

○建築物の耐震化の推進や危険コンクリートブロック塀の安全化、土砂災害対

策、宅地防災対策を推進する。 

○災害リスクの高いエリアにおける立地の抑制及び同エリア外への移転を促

進するとともに、立地適正化計画の防災指針に基づき災害リスクの回避と低

減に向けたハード・ソフト施策を進める。 

○中川流域において、調節池の整備及び河道改修を行い、併せて水循環系の再

生を図る雨水貯留浸透施設の設置を進め、総合的な治水対策を図る。また、

準用河川馬橋川においては、流域対策及び河道改修を推進する。 

○地域住民や社会福祉関係団体の活動と公的サービスとの連携、避難行動要支

援者登録制度や高齢者の見回り等を推進する。 

○防災行政無線の保守及び公共施設等への戸別受信機の設置等を推進すると

ともに、しすいメール配信サービスや防災行政無線テレホンサービス等の通

信連絡網の整備充実に努める。 

○ハザードマップの更新を行い、町民に対し、地域における災害の危険性を把

握させるとともに、避難所等の周知を図る。また、防災訓練等を実施し、自

分の安全は自分で守る等、個人の防災意識の高揚を図り、地域住民との連携

による防災意識の高いまちづくりを進める。 
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２．大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる（それがな

されない場合の必要な対応を含む） 

起きてはならな

い最悪の事態 

２－１ 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

２－２ 自衛隊、警察、消防等の被災等による救助･救急活動等の絶対的不

足 

２－３ 救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶 

２－４ 想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者の発生 

２－５ 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶によ

る医療機能の麻痺 

２－６ 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

強靱化に向けた

主な取り組み 

※（）の番号は、対

応する「起きてはな

らない最悪の事態」 

○町の備蓄管理、各家庭への防災の備えの普及啓発(2-1) 

○自主防災組織の設置、防災士等の地域防災リーダーの育成(2-2) 

○消防団・自主防災組織との連携体制の強化と広域的な救急・医療体制の

整備(2-2) 

○医療施設への自家発電等の設置促進(2-3) 

○観光情報の発信体制の整備、大規模集客施設や駅等の関係機関との情報

連絡体制の整備(2-4) 

○地域福祉体制の整備、高齢者福祉支援の充実(2-5) 

○保健施策の充実促進(2-5,2-6) 

○ごみ処理施設や浄化槽等の整備(2-6) 

強靱化に向けた

主な行動 

○各家庭においては、飲料水、食料、トイレ処理剤等その他生活物資を常

時家庭内に備蓄しておくよう、チェックリストの配布等を行い、家庭内

備蓄を促進する。 

○防災士等の地域防災リーダーの育成を行うとともに、自主防災組織の設

置も併せて推進する。 

○救助や捜索活動等への対応の遅れや医療機能が麻痺、停止する事態がな

いように、救助や捜索、搬送手段の確保による人命の保護と救助用資機

材の整備や救急医療体制の充実を図る。 

○地域における消防活動や救急活動の体制整備や消防団及び自主防災組織

との連携体制を強化する。 

○福祉施設や医療施設、高齢者施設等の耐震化、自家発電設備等の整備を促進

し、安全性の確保を図る。 

○地域住民や社会福祉関係団体の活動と公的サービスとの連携を強化する。 

○帰宅困難者の対応として、関係機関との情報連絡体制整備を行うととも

に、町外からの観光客に向けて迅速に正確な情報発信をできる体制の整

備を進める。 

○ライフラインの長期停止等により地域の衛生状態が悪化することがない

ように、平時から町民の健康づくりを推進するとともに、避難所におけ

る被災者の感染症の防止対策を図る。 

○多くの住宅が地震により倒壊し、避難所や避難場所に多くの町民が集まる

と、避難者同士が密集し感染症が拡大する恐れやソーシャルディスタンスを

考慮した避難所運営に支障が出る可能性があるので、住宅の耐震化を促進す

る。 
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３．大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する 

起きてはならな

い最悪の事態 

３－１ 治安の悪化及び信号機の全面停止による重大交通事故の多発 

３－２ 行政機関の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下 

強靱化に向けた

主な取り組み 

※（）の番号は、対

応する「起きてはな

らない最悪の事態」 

○警察署や関係団体との連携、交通安全意識の高揚(3-1) 

○ICT を活用した行政サービスの向上(3-2) 

○広域行政の推進(3-2) 

強靱化に向けた

主な行動 

○町、警察、地域住民等が一体となった新たな防犯体制による見守り活動やパ

トロール活動等の地域安全活動を推進する。 

○行政事務についても IT 化等による業務改革を進め、効率的な行政運営と

町民の利便性が高い行政サービスの提供を図る。ホームページについて、

迅速かつ円滑な情報発信及び内容の充実に努める。 

○災害時の広域応援体制の整備を行うとともに、近隣市町との連携を強化

し、地域内の情報交換や広域的な事業の効率的な推進に努める。 

 

 

４．大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保する 

起きてはならな

い最悪の事態 

４－１ 電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止 

４－２ テレビ･ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達で

きない事態 

強靱化に向けた

主な取り組み 

※（）の番号は、対

応する「起きてはな

らない最悪の事態」 

○ライフライン施設の安全性、代替性の確保(4-1) 

○省エネ、再生可能エネルギーの普及啓発(4-1) 

○災害応援協定締結等による燃料等の確保(4-1) 

○災害情報や避難情報等の情報収集・伝達方法の確立・整備【再掲】(4-2) 

強靱化に向けた

主な行動 

○上下水道施設、電力施設、ガス施設、LP ガス、通信施設等の管理者に対

し、施設の耐震化や供給系統の多重化、拠点の分散、代替及び臨時供給

設備等を事業計画等に基づき対策を推進するよう呼びかけを行う。 

○地球温暖化対策推進のため、住宅用省エネルギー設備（太陽光発電シス

テム、家庭用燃料電池システム等）導入費用の補助等の支援を行う。 
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５．大規模自然災害発生後であっても、経済活動（サプライチェーンを含む）を機能不

全に陥らせない 

起きてはならな

い最悪の事態 

５－１ サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下 

５－２ 社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給

の停止 

５－３ 重要な産業施設の損壊、火災、爆発等 

５－４ 主要幹線道路や鉄道が分断する等、基幹的交通ネットワークの機

能停止 

５－５ 食料等の安定供給の停滞 

強靱化に向けた

主な取り組み 

※（）の番号は、対

応する「起きてはな

らない最悪の事態」 

○地元商店の活性化や観光振興(5-1,5-2) 

○民間事業者への防災対策の推進(5-1,5-2,5-3) 

○多様な公共交通機能の維持・向上と幹線道路の整備(5-1,5-4,5-5) 

○生活道路や橋梁の整備・改修(5-4,5-5) 

○駅前広場の整備(5-4) 

○農業被害の軽減と地産地消による農業生産の確保(5-5) 

強靱化に向けた

主な行動 

○商工会事業に対しての支援及び中小企業者へ各種融資制度の活用を促進す

る。 

○事業者へ施設の耐震化や予備電源の確保を促し、防災力の向上を図る。 

○不特定多数の人が集まる酒々井プレミアム・アウトレットに接続する都

市計画道路尾上・飯積線の整備及び地区周辺道路等の関連公共施設整備

に努める。 

○酒々井町無電柱化推進計画に基づき無電柱化を推進する。 

○駅前広場は、交通結節機能や広場機能として極めて重要であり、特に災

害時においては、交通拠点、避難拠点、物流拠点になり得ることから、

宗吾参道駅及び南酒々井駅の早期整備が必要であるとともに、自由通路

等を整備することにより、歩行者の安全な動線を確保する。 

○農業が効率的、安定的に営めるよう、認定農業者、農業後継者、新規就

農者、週末営農等の多様な担い手の育成及び農業経営の向上に努める。 
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６．大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の電気、ガス、上

下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとともに、これらの早期復旧を図る 

起きてはならな

い最悪の事態 

６－１ 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・LP ガス

サプライチェーンの機能の停止 

６－２ 上水道等の長期間にわたる供給停止 

６－３ 下水処理施設、ポンプ場等の長期間にわたる機能停止 

６－４ 地域交通ネットワークが分断する事態 

強靱化に向けた

主な取り組み 

※（）の番号は、対

応する「起きてはな

らない最悪の事態」 

○自家発電、蓄電池等によるライフラインの確保(6-1) 

○電力・ガス・水道等のライフラインの復旧対策(6-1,6-2,6-3) 

○水資源の保全と災害時の節水意識の醸成(6-2) 

○上下水道の維持管理・更新(6-2,6-3) 

○生活道路や橋梁の整備・改修【再掲】(6-4) 

強靱化に向けた

主な行動 

○災害時に、食料や日用品、燃料等の物資の大幅な不足や電気やガス等の

エネルギー供給の停止等に陥らないように、物品や食料等の備蓄による

ライフラインの確保と電力・ガス・水道等のライフラインの復旧対策に

取り組む。 

○上下水道の維持のため、管路やポンプ施設等の老朽化対策を推進する。

また、老朽化が進んだ尾上浄水場の電気施設、取水井、着水井、配水池

等について調査、診断を行い、計画的な更新工事を検討する。 

 

  

2026.3改訂



 

 

27 

 

 

７．制御不能な二次災害を発生させない 

起きてはならな

い最悪の事態 

７－１ 市街地での大規模火災の発生 

７－２ 沿線･沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 

７－３ 防災施設等の損壊・機能不全による二次災害 

７－４ 有害物質の大規模拡散･流出及び風評被害等による地域経済への

影響 

７－５ 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

強靱化に向けた

主な取り組み 

※（）の番号は、対

応する「起きてはな

らない最悪の事態」 

○消防資機材の整備と防火意識の高揚(7-1) 

○オープンスペースの確保による被害の拡大抑制(7-1) 

○生活道路や橋梁の整備・改修【再掲】(7-2) 

○防災・減災のための施設整備と住宅・建築物の耐震化の推進【再掲】(7-2) 

○防災施設の整備(7-3) 

○公園の適正配置及び多目的整備(7-3) 

○迅速に正確な行政情報の提供体制の整備【再掲】(7-4) 

○就農者の確保・支援による農業活動の早期復旧(7-5) 

○農業環境の保全と活用【再掲】(7-5) 

強靱化に向けた

主な行動 

○消火栓や防火水槽等の消防水利の計画的な更新・整備を図る。消防団員

の確保と資機材の更新・整備に努める。 

○防火訓練、初期消火訓練等の各種訓練や啓発活動を実施する。消防機関

や区、自治会、自主防災組織等と連携し、火災予防に努める。 

○緑地・公園は、貴重な緑資源としてその保全を図る。また、公園につい

ては防災上の観点からも適正な管理を行う。 

○避難所となる学校施設の計画的な整備・改修を進める。特に酒々井中学

校グラウンドは、安全性の確保と部活動の競技力の向上が期待できるこ

とから、拡張整備を進める。 

○指定緊急避難場所及び一時避難場所に指定されている町内全ての公園

を、災害発生時の避難場所等として多目的な機能を有した公園の整備に

努める。 
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８．大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件

を整備する 

起きてはならな

い最悪の事態 

８－１ 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅

に遅れる事態 

８－２ 道路啓開等の復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネータ

ー、労働者、地域に精通した技術者等）の不足により復旧･復興が

大幅に遅れる事態 

８－３ 地域コミュニティや基幹インフラの崩壊、治安の悪化等により復

旧・復興が大幅に遅れる事態 

８－４ 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等に

よる有形・無形の文化の衰退・損失 

強靱化に向けた

主な取り組み 

※（）の番号は、対

応する「起きてはな

らない最悪の事態」 

○ごみ処理施設や浄化槽等の整備【再掲】(8-1) 

○災害応援協定の締結、防災訓練の実施(8-1,8-2) 

○町民の雇用対策と企業への復興支援(8-3) 

○道路・公共交通機能の迅速な回復(8-2,8-3) 

○迅速な復興のための地籍、権利関係調査(8-3) 

○防犯体制の整備(8-3) 

○平時からの地域コミュニティの強化(8-3,8-4) 

○地域の教育環境や文化の保護(8-4) 

強靱化に向けた

主な行動 

○災害後の迅速な再建、回復に向けて、労働力の減少等による復旧工事の

大幅な遅れに陥らないように、復興に向けた関係機関との体制づくりと

財源の確保、関係人口※やボランティアとの連携の強化による人材の確

保、災害後の情報発信機能の強化に取り組む。 

○復興事業に着手する際に、土地利用の混乱に伴う境界情報の消失等によ

り復興が遅れないように、平時から地籍、権利関係調査に取り組み、迅

速な復興対策を図る。 

○自分の安全は自分で守る等、個人の防犯意識の高揚を図り、地域住民と

の連携による防犯意識の高いまちづくりを進める。防犯ボランティア組

織等の育成や支援に努め、地域と協働で行う防犯活動の促進を図る。 

○コミュニティ活動の拠点として自治会等が管理する地区集会所等の建て

替えや修繕等に対し補助する。地域コミュニティ意識の醸成を図るため、

コミュニティ備品の貸出等により、地域の祭り等の交流イベントの開催

を側面から支援する。 

○国史跡指定地及び周辺を含めた便益施設や環境の整備を実施する。景観

を含めた文化財及び埋蔵文化財の調査を行い、必要に応じて文化財指定

を進め、貴重な歴史資源が失われることがないよう積極的な保存・活用

を実施する。 

※関係人口とは、特定の地域に住んでいる「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や

地域の人々と多様に関わる人々のことである。 
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２ 施策分野ごとの推進方針 

 

脆弱性評価結果に基づき、それぞれの「起きてはならない最悪の事態」及び脆弱

性評価を行うに当たって設定した 10 の施策分野について、今後必要となる施策を

検討し、推進方針（施策の策定にかかる基本的な指針）として整理した。 

 

２－１ 個別施策分野の推進方針 

（１）行政機能／警察・消防等／防災教育等                                    
【行政機能】 

（庁内体制の整備、庁内施設の整備） 

○大規模地震等が発生した場合においても、町民の生命・財産を守り、生活の

早期復旧を図るとともに行政機能を維持する必要がある。そのため、業務継

続計画の実効性を高め、災害時相互応援協定の締結等による応援受け入れ体

制の整備を行う。 

また、訓練等を定期的に実施し、必要に応じて計画の見直し、充実強化を図

る。 

○大規模自然災害による影響が長期にわたり継続する場合でも、非常時優先業

務の継続に支障をきたすことのないように、業務継続計画等を踏まえ、庁舎

の耐震化等、電力の確保、情報・通信システムの確保、物資の備蓄、代替庁

舎の確保等を推進する。 

○行政事務の効率化を図るため、行政改革と DX（デジタルトランスフォーメ

ーション）を推進し、町民にとって利便性の高い行政サービスを提供する。

また、これらの取り組みにより、災害時においても円滑に行政手続きが行え

る体制を整備する。 

 

（広報活動の充実） 

○「町ホームページ」、「広報ニューしすい」、「マチイロ」、町公式「LINE」及

び「Ｘ」等の活用等により、複数の媒体で正確かつ適時な行政情報の提供を

行い、災害時にも活用できる情報発信の体制を整備する。 

 

（広域行政の推進） 

○地域の共通課題解決や地域間連携推進のため、近隣市町との連携を強化する。

また、他地域との交流により、相互の地域資源を補う連携協力や地域間の連

携による地域活性化等、幅広い分野で交流の輪を広げまちづくりに活かせる

よう友好都市との交流等を検討する。 

 

【警察・消防等】 

○災害時の救助活動拠点や防災拠点となる警察施設、消防施設、公共・公用施

設等の整備や耐震化等を進めるとともに、緊急輸送道路の啓開体制の事前整

備等を推進する。 

○消防組合及び印旛郡内の消防関係機関との連携強化や、広域的に応援を受け

入れる体制を事前に整備する。 

○消防団員の確保促進、体制整備や資機材の更新、訓練の充実強化を図る。 
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【防災教育等】 

○防災士等の地域防災リーダーの人材育成、装備資機材等の充実強化を図る。 

 

（２）都市基盤                                    
（適切な土地利用の推進） 

○災害リスクの高いエリアにおける立地の抑制及び同エリア外への移転を促

進するとともに、立地適正化計画の防災指針に基づき災害リスクの回避と低

減に向けたハード・ソフト施策を進める。 

○建築物の耐震化や危険コンクリートブロック塀の安全化、看板等の落下物の

安全対策、土砂災害、宅地防災対策を推進する。 

○都市の集約化を図るとともに、宅地開発時に技術的指導等を行い道路や公園

等の適切な配置を推進する。 

〇空き家の利活用や解体、建替えを促進するための空き家対策や、リフォーム

助成等を実施する。 

○指定緊急避難場所及び一時避難場所に指定されている町内全ての公園を、災

害発生時の避難場所等として多目的な機能を有するよう整備推進を図る。 

○緑地・公園については、貴重な緑資源としてその保全を図る。なお、公園に

ついては、防災上の観点からも適正な管理を行う。 

○迅速な復旧を行うために、平時に地籍調査等の地籍整備の推進に努める。 

 

（道路の整備・維持管理） 

○災害時における応急対策や地域住民の避難が円滑に行えるように、国道、県

道、町道等の事業促進及び推進を図る。 

○県道富里酒々井線の整備を周辺道路の整備と合わせて、引き続き関係機関に

要望し、継続的な事業促進に努める。 

○交差点や国道 51 号の未改良区間については、関係機関に要望し事業促進に

努める。 

○生活に密接した幹線道路については、地元や関係機関と十分に調整を図りな

がら、計画的な整備に努める。 

○不特定多数の人が集まる酒々井プレミアム・アウトレットへ接続する都市計

画道路尾上・飯積線の整備及び地区周辺道路等の関連公共施設整備に努める。 

○酒々井町無電柱化推進計画に基づき、災害時に電柱の倒壊によるライフライ

ンの遮断、道路閉塞等を防ぎ、防災性の向上を図る。 

○防災上重要な道路が災害時使用できるように、街路樹は随時伐採していくこ

とを検討する。 

 

（公共交通機関の充実） 

○災害時における鉄道利用者の安全確保及び輸送機関の維持等を図るため、JR

酒々井駅ホーム屋根の改修や延伸等、JR 等の関係機関と協議を進め、さら

なる利便性・安全性の向上に努める。 

○災害時において臨時バス等の代替輸送手段を確保するため、バス事業者等と

協力体制の確保に努める。 

〇要配慮者等の避難者の輸送にも使用できるよう、超低床車両の購入を支援す

る等、バス利用環境の改善に努めるとともに、サービスの充実等を関係機関
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に要望し、利便性の向上に努める。 

○駅前広場は、交通結節機能や広場機能として極めて重要であり、特に災害時

においては、交通拠点、避難拠点、物流拠点になり得ることから、早期整備

が必要であるとともに、自由通路等を整備することにより、歩行者の安全な

動線を確保する。 

 

（上下水道の整備） 

○配水管布設替え工事を適宜実施し、老朽水道管については、地震等の災害に

強いダクタイル鋳鉄管等の管種に変更する。また、小口径の布設替え時は災

害に強いポリエチレン管に変更する。 

○老朽化が進んだ尾上浄水場の電気施設、取水井、着水井、配水池等について

調査・診断を行い、計画的な更新工事を検討する。また、ストックマネジメ

ント計画を策定し、管路・ポンプ施設の老朽化対策を推進する。 

 

（水害対策） 

○雨水幹線の維持管理に努める。 

○面的に宅地開発等を行う開発者に対しては、雨水流出量を軽減するため調整

池等の設置について指導を継続する。 

○開発によらない住宅建設においては、河川・水路への流出量を抑制するため、

浸透施設設置の指導を強化する。 

○中川流域において、調節池の整備及び河道改修を行う。 

○準用河川馬橋川の流域対策及び河道改修を行う。 

〇水循環系の再生を図る雨水貯留浸透施設の設置を進め、総合的な治水対策を

推進する。 

○「印旛沼関連事業市町連絡会議」等により近隣市町と連携を図り、印旛沼の

治水対策等の施策を推進するために国・県政への要望等を行う。 

 

 

（３）健康福祉                                    
（医療施策の充実） 

○災害後の避難生活等における健康維持のために、平時から「自分の健康は自

分で守る」セルフケア意識の高揚を図る。 

○平時から、感染症の発生及び蔓延を防止するため、各種感染症についての知

識の啓発に努め、予防接種への関心を高めることにより予防接種率の向上に

努める。 

 

（医療施設・体制の整備） 

○医師会、病院等との連携体制構築による災害時における医療活動体制の整備

を推進する。 

○薬剤師会等との連携体制構築による災害時における医薬品の確保体制の整

備を推進する。 

 

（要配慮者への支援、関係機関との連携） 

○地域住民や社会福祉関係団体の活動と公的サービスとの連携を強化する。 
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○災害発生時や災害発生のおそれがある場合に備え、高齢者、障がい者、妊産

婦、乳幼児など、本人や家族だけでは避難が困難、又は不安を抱える方々の

避難支援を行うため、あらかじめ名簿に登録する避難行動要支援者登録制度

を円滑に運営する。併せて、同制度を活用して民生委員や地域と連携し、見

守り活動を実施する。 

○一般の避難所での生活が困難な要配慮者のために、福祉避難所の拡充及び社

会福祉法人等との福祉避難所の指定に係る協定締結に努め福祉避難所を確

保する。 

〇簡易ベッド、簡易トイレ等の整備及び避難時の介助員の配置等の避難所の環

境整備に努める。 

○要配慮者の支援機能の中核となる福祉施設や医療施設、高齢者施設等の耐震

化、自家発電設備等の整備を促進し、安全性の確保を図る。 

 

（児童施設等の整備） 

○児童遊園や子どもの遊び場の遊具については、点検及び修繕を計画的に行い、

安全性を確保する。 

○保育園や子育て支援センター等の耐震化、防災・減災対策を推進する。 

 

 

（４）産業経済                                    
（農地・農業用施設の整備、適切な保全管理） 

○国営印旛沼二期土地改良事業及び関連事業を、関係機関と連携・調整を図り

ながら推進する。 

○農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に

係る支援を行う多面的機能支払制度の推進に努める。 

○災害時の安定的な食料供給や農地の持つ多面的機能の質的向上を図るため、

遊休農地や耕作放棄地の発生防止に努める必要がある。そのため、農業が効

率的、安定的に営めるよう、認定農業者、農業後継者、新規就農者、週末営

農等の多様な担い手の育成及び農業経営の向上に努める。 

○町産の農産物の価値を高め町内外に発信することにより、地域住民の消費を

促進し、農業の活性化を図る。 

○地域団体と連携し、地域の郷土料理や行事食の体験の場を提供、学校給食で

地元の米や食材を取り入れる等により地産地消を推進する。 

 

（森林の保全と有効活用） 

○間伐等の森林整備を適切かつ十分に行うことにより、森林の有する雨水等に

よる土壌の侵食・流出を防ぐ山地災害防止機能及び洪水緩和機能や、二酸化

炭素の吸収源を確保する地球温暖化対策等の機能を向上することができる。

そのため、苗木の斡旋、造林補助事業を推進し、環境保全、自然とのふれあ

いの場等の確保に努める。 

○倒木による人的及び物的被害、交通遮断、停電、通信障害などを未然に防ぐ

ため、危険木伐採に対する助成を行い、さらに酒々井町森林環境整備基本計

画に基づく環境整備を行う。 
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（産業の活性化） 

○災害時にも商工業が継続的に事業を継続できるよう、商業振興事業を推進し

ている商工会事業に対しての支援及び中小企業者へ各種融資制度の活用を

促進する。 

○不特定多数の人が集まる酒々井プレミアム・アウトレットへ接続する都市計

画道路尾上・飯積線の整備及び地区周辺道路等の関連公共施設整備に努める。 

○災害時に来訪者（外国人含む）に向けて適切な情報を適宜提供することで混

乱を防ぐ必要がある。そのため、平時から酒々井プレミアム・アウトレット

内の酒々井コミュニケーションセンターやまるごとしすい、町ホームページ

等の活用、公共機関や各種情報誌への情報提供体制を整備し、各関係機関と

の連携を強化する。 

○大規模集客施設等に対し、来場者、従業員等を一定期間収容するための食

料・飲料水及び生活必需品の備蓄や家族を含めた安否確認等の体制整備や、

各種訓練を実施できるよう支援を行い、帰宅困難者の抑制を図る。 

○事業者への事業継続計画の策定支援を行う。 

○事業者へ施設の耐震化や予備電源の確保を促し、防災力の向上を図る。 

 

 

（５）生活環境                                    
（再生可能エネルギーの導入促進） 

○住宅用太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム（エネファーム）及び

定置用リチウムイオン畜電池システムの導入を推進することで、二酸化炭素

排出抑制と併せて災害発生時の電源の確保に寄与することを目的とし、導入

設置世帯に補助金を交付する。 

○二酸化炭素の排出抑制と災害発生時等の非常時の電源の確保に役立つ再生

可能エネルギーの活用を検討する。 

 

（循環型社会形成推進事業の推進） 

○災害発生時の大量のゴミやがれきの発生に備え、佐倉市、酒々井町清掃組合

と連携して、迅速かつ適正な災害廃棄物処理体制の整備を図る。 

○災害発生時のし尿処理を衛生的に保てるよう、印旛衛生施設管理組合と連携

を図る。 

○下水道未接続世帯に対して高度処理型合併処理浄化槽の導入又は入れ替え

を促進し、導入設置世帯に対し補助金を交付する。 

○災害発生時の遺体の安置や催事について適正に管理運営されるよう、佐倉市、

四街道市、酒々井町葬祭組合と連携して管理運営体制を協議する。（エネル

ギー確保） 

 

（家屋等耐震化、家具固定等の家庭内の防災対策の推進） 

○耐震化を促進するため、木造住宅の耐震診断・改修工事に対する補助や、耐

震に関するセミナー・相談会を開催する。 

○耐震改修が困難な世帯に対し、万一家屋が倒壊しても一定の空間を確保する

ことで命を守る装置として「耐震シェルター」や「防災ベッド」を整備する

費用について、特に避難弱者となる高齢者、障がい者に対し補助を行う。 
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○災害時に備え、町が備蓄する物と各家庭が準備する物の区分を明確にし、各

家庭で主体的に取り組むべきものについては、リスト等を広報紙等で周知す

る。 

○大型の家具や家電の転倒は人的被害だけではなく、避難、救助活動の妨げに

なることから、家具転倒防止器具等の購入に対する助成や啓発活動を行う。 

 

（地域防災力の向上） 

○災害時の減災に向けた自助・共助の取り組みを強化するため、防災士等の地

域防災リーダーの育成を行うとともに、自主防災組織の設置も併せて推進す

る。 

○防災に関して、必要な災害対策の基本を定めた地域防災計画の見直しを行う

とともに長期滞在を考慮した避難所運営マニュアルの見直しを行う。 

○ハザードマップの更新を行い、町民に対し、地域における災害の危険性を把

握させるとともに、避難所等の周知を図る。 

○防災訓練等を実施し、自分の安全は自分で守る等、個人の防災意識の高揚を

図り、地域住民との連携による防災意識の高いまちづくりを進める。 

○令和 2 年度に防災行政無線のデジタル化を完了したことから、防災無線の保

守及び公共施設等への戸別受信機の設置等を推進する。 

〇しすいメール配信サービスや防災行政無線テレホンサービス等の通信連絡

網の整備充実に努める。 

○防火訓練、初期消火訓練等の訓練や啓発活動を実施する。 

○消防機関・区・自治会・自主防災組織と連携し、火災予防に努める。 

 

（交通安全、防犯意識の向上） 

○警察署や関係団体との連携を強化し、年齢に応じた交通安全教育を推進する。 

○自分の安全は自分で守る等、個人の防犯意識の高揚を図り、地域住民との連

携による防犯意識の高いまちづくりを進める。 

○防犯ボランティア組織等の育成・支援に努め、地域と協働で行う防犯活動の

促進を図る。 

○町、警察、地域住民等が一体となった新たな防犯体制による見守り活動やパ

トロール活動等の地域安全活動を推進する。 

 

（環境衛生の推進） 

○災害時は、ペットを同行して避難及び避難生活を送ることが考えられる。平

時より犬猫等の動物の飼い主に対し、啓発活動を行い動物愛護精神やマナー

の向上を図る。 

○空き地の所有者等に対して、除草等の土地の適正管理について指導する。 

○災害発生時の遺体の安置や催事について適正に管理運営されるよう、佐倉市、

四街道市、酒々井町葬祭組合と連携を図る。 

 

 

（６）教育文化                                    
（教育施設の整備） 

○避難所等に利用される学校施設の整備・改修に当たっては、バリアフリー、
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多目的トイレ、予備電源、備蓄品の保管スペース等、防災機能を考慮して計

画的に進める。 

○確かな学力をより効果的に育成するため、ICT 環境の整備に努める。 

○学校等に対し、教職員・児童生徒等を一定期間収容するための食料・飲料水

及び生活必需品の備蓄や家族を含めた安否確認等の体制整備や、各種訓練を

実施できるよう支援を行い、帰宅困難者の抑制を図る。 

 

 

（文化財等の保護と整備・活用） 

○国史跡指定地及び周辺を含めた便益施設・環境の整備を促進する。危険木・

障害木の剪定・伐採を実施する。 

○景観を含めた文化財及び埋蔵文化財の調査を行い、必要に応じて文化財指定

を進め、貴重な歴史資源が失われることがないよう積極的な保存・活用を実

施する。 

○文化財や文化資産に対する関心を高め、町民と協働で行う文化財保護活動に

努める。 

〇災害後も文化の継続をしていけるように、文化・芸術団体に対し、人材育成、

場・情報の提供、世代間の交流等の活動支援と地域社会創造の拠点づくりを

推進する。 

 

 

２－２ 横断的分野の推進方針 

（１）リスクコミュニケーション                                    
（災害リスク等の周知・啓発） 

○ハザードマップの更新を行い、町民に対し、地域における災害の危険性を把

握させるとともに、避難所等の周知を図る。 

○防災訓練等を実施し、自分の安全は自分で守る等、個人の防災意識の高揚を

図り、地域住民との連携による防災意識の高いまちづくりを進める。 

○各家庭における食料・飲料水等の備蓄を推進するため、家庭等における最低

3 日分の食料や飲料水、生活必需品を備蓄することなど、防災関連行事やパ

ンフレットの配布等を通じ、備蓄意識の普及啓発を推進する。 

○住宅の耐震化、家具類の転倒防止対策等の支援制度の拡充、及び住宅以外の

建築物の耐震化の支援制度の実施を検討する。 

○災害時に外国人が適切に避難し、また避難生活が送れるように、多言語によ

る防災リーフレット等の充実を図るとともに、通訳派遣等に関してボランテ

ィア団体との連携等を行う。 

○避難場所標識の多言語化、外国人を含めた防災訓練・防災教育の実施に努め

る。 

○事業者への事業継続計画の策定支援等、事業者に向けて災害対策を働きかけ

る。 

 

（地域コミュニティの強化） 

○町、警察、地域住民等が一体となった新たな防犯体制による見守り活動やパ
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トロール活動等の地域安全活動を推進する。 

○地域コミュニティ意識の醸成を図るため、コミュニティ備品の貸出等により、

地域の祭り等の交流イベントの開催を側面から支援する。 

○災害時に地域住民同士が助けあう体制・環境を構築する観点から、男女共同

参画社会の実現に向けて、千葉県男女共同参画地域推進員の事業に合わせて、

広域的な普及・啓発活動を推進する。 

○災害発生後に地域コミュニティの崩壊等により地域の文化が衰退しないよ

うにするため、おもてなしの心で酒々井町の良さを町内外の方に伝えられる

青少年育成を目的とした講座を実施し、青少年・子どもが地域の中で活躍し

ていけるよう努めるとともに、青少年・子どもたちの郷土愛醸成に努める。 

○外国人のニーズに応じた支援体制を充実させ、すべての町民が安全で安心し

て暮らせるまちづくりを進める。 

 

 

（２）人材育成                                    
○災害時の減災に向けた自助・共助の取り組みを強化するため、防災士等の地

域防災リーダーの育成を行うとともに、自主防災組織の設置も併せて推進す

る。自主防災組織において、女性の参画を求め、女性の経験や能力を活用で

きるよう努める。 

○消防署、消防団等と連携して、一般家庭に対し住宅用火災警報器、消火器具

の設置及び消火用の水の確保等について普及徹底を図る。 

また、訓練等を通じた消火器具等の取扱い方を指導し、初期消火活動の重要

性を認識させ地震時における初期消火活動の徹底を図る。 

○防犯ボランティア組織等の育成・支援に努め、地域と協働で行う防犯活動の

促進を図る。 

○災害時の活動を迅速に行うため、平時より町民が地域活動に関わっているこ

とが重要である。そのため、地域学校協働本部等における保護者・町民・団

体からなるボランティア活動や、町行事等を協働で実施していくボランティ

アの育成を推進する。また、ぼうさい出前講座等を通して、地域のリーダー

となる人材育成に取り組む。 

○災害時に外国人コミュニティの防災リーダーとなる人材育成に努める。 

○文化財や文化資産に対する関心を高め、町民と協働で行う文化財保護活動に

努める。 

 

 

（３）老朽化対策                                    
（公共施設等の安全性と防災機能の確保） 

○避難所等に利用される学校施設の整備・改修に当たっては、バリアフリー、

多目的トイレ、予備電源、備蓄品の保管スペース等、防災機能を考慮して計

画的に進める。 

○佐倉市、酒々井町清掃組合が運営している一般廃棄物処理施設「酒々井リサ

イクル文化センター」については、施設の計画的な更新及び長寿命化対策を、

佐倉市と連携して支援する。 
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○住民交流の拠点となる隣保館については、計画的な改修及び長寿命化対策を

推進する。 

 

（消火設備の更新・整備） 

○消火栓・防火水槽等の消防水利の計画的な更新・整備を図る。 

○消防団員の確保と資機材の更新・整備に努める。 

 

（上下水道の維持管理・更新） 

○災害による被害を未然に防ぐため、設備の維持更新を進め、より災害に強い

水道づくりを図る。配水管布設替え工事を適宜実施し、老朽水道管について

は、地震等の災害に強いダクタイル鋳鉄管等の管種に変更する。また、小口

径の布設替え時は災害に強いポリエチレン管に変更する。 

○ストックマネジメント計画を策定し、管路・ポンプ施設の老朽化対策を推進

する。 

○水道施設については、定期的な点検を行い、施設の計画的な維持管理に努め

る。施設の劣化等がある場合は、診断等を行い、適切な施設の保全に努める。 

〇老朽化が進んだ尾上浄水場の電気施設、取水井、着水井、配水池等について

調査・診断を行い、計画的な更新工事を検討する。 

 

（コミュニティ活動の拠点の安全確保） 

○コミュニティ活動の拠点として自治会等が管理する地区集会所等の建て替

えや修繕等に対し補助する。 

 

 

（４）少子高齢化対策                                    
○災害発生時や災害発生のおそれがある場合に備え、高齢者、障がい者、妊産

婦、乳幼児など、本人や家族だけでは避難が困難、又は不安を抱える方々の

避難支援を行うため、あらかじめ名簿に登録する避難行動要支援者登録制度

を円滑に運営する。併せて、同制度を活用して民生委員や地域と連携し、見

守り活動を実施する。 

○要配慮者の支援機能の中核となる福祉施設や医療施設、高齢者施設等の耐震

化、自家発電設備等の整備を促進し、安全性の確保を図る。 

○要配慮者等が迅速に避難できるように、公共施設等のバリアフリー化を推進

する。 
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第４章 計画期間及び進捗管理 

 

１ 計画期間 

                         

本計画は、令和 8 年度から令和 12 年度までの 5 年間を計画の期間とし、適宜見

直しを行うものとする。 

 

 

 

２ 進捗管理 

                         

本計画の取り組みを着実に推進するため、事業指標等を活用して進捗管理を実施

する。 

 

 

 

３ 計画の見直し 

                         

本計画は、概ね 5 年ごとに各事業の進捗状況や社会状況の変化等を踏まえ、計画

の見直しを行う。 

また、本計画は、国土強靱化に係る町の他の計画等の指針となるべきものである

ことから、町における地域防災計画等、国土強靱化に関する他の計画等を見直しす

る際には、本計画を基本として必要に応じて計画内容の修正等を行うものとする。 
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